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1. 一般情報 

(1) 人口・地理 

ア 外務省「シエラレオネ基礎データ」（2022 年 8 月 17 日） 

1 面積 71,740 平方キロメートル（日本の約 5 分の 1） 

2 人口 約 765 万人（2018 年，世銀） 

https://refugeestudies.jp/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_leone/data.html
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3 首都 フリータウン（Freetown） 

4 民族 テムネ人，メンデ人，リンパ人，クレオール（黒人と白人との混血）等 

5 言語 英語（公用語），クリオ語，メンデ語，テムネ語他 

6 宗教 イスラム教 60％，キリスト教 10％，アニミズム信仰 30％ 

 

(2) 内政 

ア 外務省「シエラレオネ基礎データ」（2022 年 8 月 17 日） 

⑴ シエラレオネでは，1991 年に反政府軍（RUF）が蜂起し，同国で産出される

ダイヤモンドを財源に，反政府戦闘行為が断続的に継続。1996 年 3 月，大統領

選挙を経てカバ大統領が就任したが，1997 年 5 月，政府軍下級兵士による軍事

クーデターが起こりカバ大統領はギニアへ脱出。1998 年に西アフリカ諸国経済

共同体（ECOWAS）監視団（ECOMOG）によってクーデター派が駆逐され，カ

バ大統領による合法政権が復帰した。1999 年 10 月，国連安保理は，政府勢力と

反政府勢力の間の和平合意を実施するため国連シエラレオネミッション

（UNAMSIL）の派遣を決定し，DDR（元兵士の武装・動員解除，及び社会復帰）

計画が展開された。 

 その後，2000 年 5 月に RUF による国連 PKO 要員拉致事件が続き，再び緊張

が高まったが，ECOWAS 諸国の仲介により，2000 年 11 月のシエラレオネ政府

と RUF との間での停戦合意，更に，2001 年 5 月の両者間の武装解除に関する合

意がもたらされ，状況は沈静化した。DDR の進展を受け，2002 年 1 月 18 日，

カバ大統領は，シエラレオネにおける武装解除の完了宣言を行い，続いて同年 3

月 1 日には国家非常事態の終了宣言を行った。同年 5 月，大統領・議会選挙が

自由・公正かつ平和裡に実施され，カバ候補が再選された。 

… 

⑶ 2007 年 8 月及び 9 月には，カバ大統領の任期満了に伴い，大統領・議会選挙

及び大統領選挙決選投票が平和裡に行われ，野党全人民議会党（APC）のアーネ

スト・コロマ氏が新大統領に就任した。同選挙は，2005 年末の国連 PKO 撤退後

初の選挙であり，国連平和構築委員会（PBC）の最初の検討対象国であるシエラ

レオネの平和と安定にとっての試金石として国際社会からも注目された。 

… 

⑹ 2018 年 3 月 7 日，大統領・議会選挙等が実施され，3 月 31 日に行われた決選

投票の結果，野党シエラレオネ人民党候補のビオ氏が与党全人民会議のカマラ

候補（元外相）を破り勝利した。 

 

イ 外務省海外安全ホームページ「シエラレオネの危険情報【危険レベル継続】（内

容の更新）」（2023 年 1 月 12 日） 

https://refugeestudies.jp/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_leone/data.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2023T007.html#ad-image-0
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2023T007.html#ad-image-0


シエラレオネ 2024 年 10 月 31 日（翻訳反映 2025 年 8 月 21 日） 

           ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

3 

2 地域情勢 

 全土 

 レベル 1：十分注意してください。（継続） 

 

（1）首都フリータウンの市内では、治安情勢は比較的安定し、内戦やエボラ出

血熱の流行などの混乱を経て、近年ようやく市民生活も落ちついてきています。

しかしながら、市内中心部は人口過密状態にあり、窃盗や武装強盗等の犯罪、特

に外国人を狙ったひったくりが発生している他、与野党支持者間の衝突が発生す

ることもあります。 

 

（2）首都フリータウン以外の地域では交通、通信等の基礎インフラが整備され

ておらず、不測の事態が発生した際の退避や移動・連絡手段の確保が困難です。 

 

《参考》外務省海外安全ホームページ「シエラレオネの危険情報【危険レベル継続】

（内容の更新）」（2020 年 7 月 14 日） ※失効 

２ 地域情勢 

 全土 

 レベル１：十分注意してください。（継続） 

 

 2018 年 3 月に行われた大統領選挙の結果、野党のビオ候補が当選し、政権交代

しました。同選挙は、一部で政党支持者と治安関係者との間で衝突が発生したもの

の、おおむね平和裡に実施され、今のところ治安情勢は比較的安定している状況に

あります。しかしながら、シエラレオネは、若年層の失業や脆弱なインフラ、首都

と地方の格差拡大等、多くの課題を抱えており、一般市民は相当の不満を抱えてい

るものとみられることから、今後、些細な事件を契機に、大きな暴力事案や衝突・

混乱が発生する可能性があります。 

 

2. 治安・人権状況 

ア 外務省海外安全ホームページ「シエラレオネの危険情報【危険レベル継続】（内

容の更新）」（2023 年 1 月 12 日） 

1 概況 

(1)シエラレオネでは、2002 年の内戦終結以来、国連や国際社会の協力を得つつ、

平和定着のための取組が行われてきました。内戦からの復興が着実に進み、治安

も内戦時に比べて大幅に改善しました。2018 年 3 月、大統領選挙の結果、野党

候補であったビオ氏が新大統領に就任しており、これまでのところ、治安は比較

的安定しています。 

https://refugeestudies.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2023T007.html#ad-image-0
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2023T007.html#ad-image-0
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(2)しかしながら、シエラレオネは、若年層の失業や、首都と地方の格差拡大等、

多くの社会的課題を抱えており、窃盗や武装強盗等の犯罪、特に外国人を狙った

ひったくりが発生しています。また、一般市民は相当の不満を抱えているとみら

れることから、今後、些細な事件を契機に、大きな暴力事案や衝突・混乱が発生

する可能性があります。アフリカ西部ではイスラム過激派組織によるテロが頻

発しています。シエラレオネでは、現時点で反政府組織や国際テロ組織による具

体的な活動は確認されていませんが、シエラレオネ政府がマリの PKO に派兵し

ていることから、上述のイスラム過激派組織の標的となる可能性があります。ま

た、本年 6 月、大統領選挙が予定されていますので、選挙期間中や結果発表後

などに暴力を伴うような過激な活動や衝突が起こる可能性も考えられます。 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2022 年‐シエラレオネ」（2023 年 3 月 20 日） 

重大な人権問題には、以下の信頼できる報告が含まれていました： 

違法または恣意的な殺害、政府または政府の名の下での残虐で非人道的または

品位を傷つける扱いや処罰、過酷で生命を脅かす刑務所環境、恣意的な逮捕または

勾留、平和的な集会の自由への重大な干渉、深刻な政府の腐敗、家庭内暴力や親密

なパートナーによる暴力、性的暴力、児童婚、早期婚、強制結婚、女性器切除／切

開を含むジェンダーに基づく暴力に対する調査および責任追及の欠如、レズビア

ン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィア、インターセックスの

人々を標的とした暴力や暴力の脅迫を伴う犯罪、および成人間の合意に基づく同

性間の性的行為を犯罪とする法律（ただしこれらの法律は施行されていませんで

した）。 

 

ウ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐シエラレオネ（仮訳）」入管庁（2021 年

3 月 30 日） 

重大な人権問題として，政府による不法又は恣意的な殺害，過酷で生命を脅かす

刑務所環境，深刻な汚職行為，同性の性行為の犯罪化があった。 

 

3. 関連する政治組織等、政治活動／政府批判（労働運動含む）の取扱い 

(1) 政治状況 ＜2024 年 10 月 31 日更新＞ 

ア EUAA「シエラレオネ：全国大連合メンバーおよびその親族の政府による取扱

い」（2024 年 3 月 26 日） 

1. 背景情報 

 シエラレオネの政治は、全人民会議（APC）とシエラレオネ人民党（SLPP）

という 2 大政党によって支配されてきました。フリーダム・ハウスによると、国

民大連合（NGC）は 2017 年に SLPP［注 1］から「複数の著名人物」が離脱したこ

とにより設立されました［注 2］。NGC は 2018 年の選挙に登録された 17 の政党

https://refugeestudies.jp/
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/sierra-leone/
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/07_00016.html
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_03_EUAA_COI_Query_Response_Q26_Sierra%20Leone_National_Grand_Coalition.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_03_EUAA_COI_Query_Response_Q26_Sierra%20Leone_National_Grand_Coalition.pdf
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の 1 つです［注 3］。米国国務省（USDOS）の 2022 年の人権状況に関する年次報

告書によれば、NGC は 13 政党から成る「進歩的政治政党連合（CoPPP）」の一員

です［注 4］。 

 2018 年の議会選挙では、APC が 68 議席を獲得して勝利し、SLPP が 49 議席

で第 2 党となりました。NGC は「ごくわずかな成功」［注 6］にとどまりました

が、議会に 4 議席を獲得して進出しました。また、他の 2 つの野党が 11 議席を分

け合いました［注 7］。SLPP の野党大統領候補である〔Julius Maada Bio〕が大統

領選に勝利しました［注 8］［注 9］。 

… 

2023 年 6 月の総選挙では政権交代が起き、SLPP が勝利し、SLPP の大統領候補

〔Julius Maada Bio〕も大統領選で再選を果たしました［注 12］。第 2 党となった

APC は主要野党となりましたが、「明白な不正」［注 13］があったとして選挙結

果を認めず、議会や市議会を含む政府活動への不参加を表明しました［注 14］。

APC によれば、選挙の数日前に党本部近くで発生した暴力事件の際、警察により

少なくとも 1 人が殺害されたとされています［注 15］。 

… 

2023 年 10 月、APC と SLPP は、6 月の大統領選の結果を APC が認めず、議会

および市議会の活動をボイコットしたことから発生した「政治危機を終わらせる

ための合意」［注 20］に署名しました［注 21］。両党は「市民および選挙抗議中

に逮捕された囚人の釈放」と「政治的動機に基づく裁判手続きの停止」に合意しま

した［注 22］。 

… 

 

2. 政府による取扱い 

… 

アルジャジーラの記事によると、シエラレオネの政治は「民族的・地域的分断」

によって特徴づけられており、こうした分断は「雇用や生計へのリスク、機会への

アクセスの減少、そして公的な場でのある民族グループの疎外」を意味しています

［注 38］。同様に、2023 年 3 月に発表されたアフロバロメーターの報告書では、

2018 年の政権交代以降、野党支持者と見なされる人々が「正規雇用の職を失った」

とされ、2022 年には APC の大統領候補が「与党支持者だけが仕事に就ける」と述

べています［注 39］。 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

(2) 政府に反対する意見、野党メンバー等の状況 ＜2024 年 10 月 31 日更新＞ 

https://refugeestudies.jp/
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ア EUAA「シエラレオネ：全国大連合メンバーおよびその親族の政府による取扱

い」（2024 年 3 月 26 日） 

1. 背景情報 

… 

2023 年 11 月、首都フリータウンにあるいくつかの軍の兵舎、刑務所、その他の

場所が武装勢力によって襲撃され、「クーデター未遂」が発生しました［注 23］。

約 20 人が死亡し、襲撃された刑務所からは 2,200 人の囚人が脱走しました［注

24］。政府によれば、襲撃を行った武装勢力は、APC［注 26］所属のアーネスト・

ベイ・コロマ〔Ernest Bai Koroma〕元大統領と関係があるとされ［注 25］、彼は事

情聴取のために召喚されました［注 27］。政府は 2024 年 1 月、コロマ［注 29］を

含む十数人を反逆罪で起訴され［注 28］、さらに 27 人の兵士もクーデター未遂に

関連して様々な罪で起訴されました［注 30］。BAMF は、メディアや公務員など

複数の情報源を参照し、コロマとクーデター未遂との間につながりを示す証拠は

確認されていないと述べています。APC は、政府が自党のメンバーを標的にして

「魔女狩り」のような逮捕を行っていると主張しています［注 31］。 

… 

 

 

2. 政府による取扱い 

… 

市民社会の強化を目指す非営利団体である CIVICUS によると、2022 年 8 月にシ

エラレオネで発生した生活費高騰に対する抗議デモは、政府によって野党が主導

したものと見なされました［注 33］。 

アムネスティ・インターナショナル（AI）が収集した証言によれば、フリータウ

ン、マケニ、カマクウィエでの抗議活動中に、治安部隊が過剰な武力を行使ました

［注 34］。抗議中に 20 人以上の参加者が死亡しましたが、2023 年 10 月時点でも

いかなる調査も行われませんでした［注 35］。 

2022 年 7 月には、NGC（国民大連合）議長のデニス・ブライト氏が、以前禁止

されていた抗議を扇動したとして逮捕されましたが、数日後に起訴されることな

く釈放されました［注 36］。2022 年 10 月には、抗議する権利についてテレビで

発言した野党政治家が投獄されました［注 37］。 

… 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2023 年‐シエラレオネ」（2024 年 4 月 23 日） 

a. 恣意的な人命剥奪とその他の不法若しくは政治的動機による殺人 

https://refugeestudies.jp/
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_03_EUAA_COI_Query_Response_Q26_Sierra%20Leone_National_Grand_Coalition.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2024_03_EUAA_COI_Query_Response_Q26_Sierra%20Leone_National_Grand_Coalition.pdf
https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-practices/sierra-leone/
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政府またはその関係者による恣意的または違法な殺害が行われたという信頼で

きる報告がありました。6 月 25）（6 月 24 日の選挙の翌日)、フリータウンにある

野党・全人民会議（APC）の本部において、警察が党のボランティアを射殺したと

報じられています。6 月 26 日には、マシアカの町で警察が APC 支持者 4 人を殺害

しました。9 月 11 日の抗議デモ中にも、警察が 2 人を殺害したと伝えられていま

す。シエラレオネ人権委員会（HRCSL）は、市民による監視機関である独立警察

苦情委員会〔Independent Police Complaint Board〕に対し、これらの治安部隊による

殺害の調査と、起訴に関する勧告をシエラレオネ警察（SLP）に提出するよう要請

しました。 

… 

d. 恣意的な逮捕又は勾留 

… 

恣意的な逮捕：EU 選挙監視団は、シエラレオネの当局が 6 月の選挙およびその後

の抗議活動の際に、APC 支持者を憲法で定められた拘束期間を超えて逮捕・拘禁

したと報告しています。 

… 

e. 公平且つ公開の裁判の否定 

… 

政治囚と拘留者 

6 月中旬、当局は選挙管理委員会に対する抗議活動に参加していた APC 支持者

35 人を逮捕しましたが、6 月 24 日の選挙前夜である 6 月 23 日に、起訴なしで釈

放しました。 

2023 年 10 月 18 日に政府と APC が署名した国家統一に関する合意の一環とし

て、APC は選挙に関連するまたはその他の抗議活動に関連する容疑で逮捕・拘留

された人物のリストを政府に提供し、政府はその人物たちを釈放することに合意

しました。 

 

b. 平和的な集会及び結社の自由 

… 

EU 選挙監視団の 10 月の報告書によると、選挙活動中は基本的な集会の自由が

概ね尊重され、観察者たちは主要な地域で政治集会が順調に行われていると報告

しました。しかし、南部および東部の農村地域では、与党 SLPP の支持者が APC

の集会を妨害しようと試みたと主張されている。ボー〔Bo〕にある APC 本部が不

明な襲撃者によって放火された。 

 

https://refugeestudies.jp/
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ウ BAMF「Briefing Notes  Group 62 –  Information Centre for Asylum and 

Migration」（2024 年 1 月 8 日） 

コロマ前大統領らが大逆罪などで起訴された 

各報道機関や情報機関の報道によると、アーネスト・ベイ・コロマ元大統領およ

び他 12 名が、2024 年 1 月第 1 週に複数の大逆罪で起訴されました。この起訴は、

2023 年 11 月 26 日に首都フリータウンを中心とした致命的な暴動の発生に関連し

ており、政府はこの事件をクーデター未遂と位置付けています（2023 年 12 月 4 日

付 BN 参照）。被告は、主に元警察官、司法関係者、軍関係者とされ、その中には

コロマの元ボディーガードや、最大野党・全人民会議（APC）の幹部メンバーも含

まれています。これらの被告人たちは、2023 年 11 月 26 日から逮捕されている 85

人のうちの一部であり、その多くは軍関係者です。情報省によると、今後さらに起

訴が行われる見込みです。なお、コロマは 2023 年 12 月中旬に自宅軟禁下に置か

れたとされています（12 月 18 日付 BN 参照）。彼は 2007 年から 2018 年まで同国

の大統領を務め、APC の元党首でもあります［注 41］。 

※ 脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

 

エ 米国国務省「人権状況報告 2022 年‐シエラレオネ」（2023 年 3 月 20 日） 

a. 恣意的な人命剥奪とその他の不法若しくは政治的動機による殺人 

… 

8 月 10 日、暴動化したデモ中に、シエラレオネ警察（SLP）は首都フリータウン

およびマケニ、カマクウィエの町で、主に非武装の若者 30 人のデモ参加者を射殺

しました。一方で、デモ参加者は警察官 6 人を殺害しました。 

8 月 24 日、当局はこの 8 月のデモに関する特別調査委員会の設置を発表しまし

た。委員会の構成メンバーには、シエラレオネ弁護士協会、シエラレオネジャーナ

リスト協会、市民社会団体、退役警察官の団体などが含まれています。しかし、批

判者たちは、委員会の多くのメンバーが政府と強い関係を持っており、一部のメン

バーは任命前にすでに公にデモ参加者を非難していたと指摘しています。 

… 

d. 恣意的な逮捕又は拘禁 

… 

被拘禁者には、家族との面会や速やかに弁護士と相談する権利があります。弁護

士は、通常、被拘禁者と自由に面会することが許可されていますが、2022 年 8 月

10 日の騒乱に関連して拘束された人々については、弁護士および家族との面会が

拒否されたという信頼性の高い報告が多数ありました。国家弁護士（公選弁護人）

は 50 人が在籍しているものの、その多くは首都に集中しており、業務過多、低賃

金で、主に重大な刑事事件のみに対応しているのが現状です。 

https://refugeestudies.jp/
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes-kw02-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes-kw02-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/sierra-leone
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… 

e. 公平且つ公開裁判の否定 

… 

8 月 10 日の暴動的な抗議行動の数日後、当局はフリータウン、マケニ、その他

の地方都市で強制捜索を実施しました。当局は、容疑者の特定にビデオ映像を使用

したと主張しましたが、一部の報告では、警察が 8 月 10 日の特定の出来事との関

係に関わらず、野党・全人民会議（APC）の支持者を「重要参考人」として標的に

していたと指摘されています。APC の関係者は、逮捕された党員が弁護士へのア

クセスを拒否されたと報告しました。その後、一部は釈放されましたが、他の者は

年末時点でも裁判待ちで拘束されたままでした。 

… 

f. プライバシー、家族、家若しくは通信への恣意的又は不法な干渉 

憲法および法律ではこのような行為を禁じていますが、政府がこれらの禁止事

項を尊重しなかったとの報告がありました。 

特に顕著なのは、2022 年 8 月 10 日の抗議活動および暴動の最中およびその後数

時間にわたり、政府が全国のインターネット接続および携帯電話ネットワークを

遮断し、ソーシャルメディアの監視を開始したことです（セクション 2.a「インタ

ーネットの自由」参照）。 

抗議活動後には、シエラレオネ警察（SLP）がフリータウンおよび他の都市の自

宅で、令状なしに数百人を逮捕したと報告されています。 

 

オ AI「年次報告 2022/23 年版‐シエラレオネ」（2023 年 3 月 27 日）＜ecoi＞ 

過度な武力行使 

… 

8 月 10 日、生活費の高騰に対する抗議活動が首都フリータウンおよび北部地域

で暴徒化し、報道によれば、27 人の抗議者と 6 人の警察官が死亡しました。大統

領はこの事件を調査するため 15 人からなる委員会を設置しましたが、年末までに

報告書は公表されませんでした。 

 

カ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐シエラレオネ（仮訳）」入管庁（2021 年

3 月 30 日） 

d. 恣意的な逮捕又は勾留 

憲法と法律は，恣意的な逮捕及び拘留を禁止しているが，アムネスティ・インタ

ーナショナルや HRCSL のような人権団体は，警察が時として，野党の構成員を含

む人々の恣意的な逮捕や拘留を行っていると指摘した。政府は，SLP と首長領警

察が，軽罪の容疑では最長 3 日，重罪の容疑では最長 10 日にわたって起訴も説明

https://refugeestudies.jp/
https://www.ecoi.net/en/document/2089602.html
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/07_00016.html
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も行うことなく警察留置房に容疑者を拘束することを認めている。NGO の 

Campaign for Human Rights and Development International（CHRDI）は，数カ所の警

察署とフリータウン男性更生センターでの違法拘留の事例を報告した。首長は成

人・子どもを問わず恣意的な拘留下に置くことがあり，自宅あるいは「首長領刑務

所」で不法に収監していた。 

… 

（2020 年）5 月 1 日，警察は元社会福祉・ジェンダー・児童問題相，ジャーナリ

スト，APC メンバーのシルビア・ブライデン（Sylvia Blyden）を，政府に批判的な

ソーシャルメディア投稿が関係した中傷の罪の嫌疑で逮捕した。警察は彼女を法

律が定める 72 時間の法定制限を超えて拘留した。（2020 年）5 月 29 日に当局は

ブライデンを保釈したが，保釈条件に違反した嫌疑で（2020 年）6 月 2 日に再逮

捕した。（2020 年）6 月 25 日に警察はブライデンを再度保釈した。その容疑は，

（2020 年）8 月に扇動的中傷を犯罪化する法律が修正された後に取り下げられた。 

… 

 

キ 米国国務省「人権状況報告 2019 年‐シエラレオネ」（2020 年 3 月 11 日） 

d. 恣意的な逮捕又は勾留 

… 

恣意的逮捕：… 

8 月、警察は選挙運動中の暴動に関与したとの容疑で、野党・全人民会議（APC）

の有力メンバー数名を逮捕した。彼らは起訴されないまま最長勾留時間である 72

時間を超えて拘束されたが、最終的には保釈された。 

8 月 24 日には、シエラレオネ警察（SLP）が選挙の投票所内で有権者 1 名と公

認政党代理人 1 名を逮捕し、その後不起訴のまま釈放した。9 月には、SLP がファ

ラバで行われた議会補欠選挙中に APC 党員 3 名を逮捕したと報じられた。 

… 

政治犯および被拘禁者 

政治犯や政治的理由による被拘禁者がいたとの報告はなかった。 

 

a. 報道機関を含む、表現の自由 

… 

名誉毀損/中傷法 

… 

11 月 3 日、あるコメディアンがビオ大統領の名誉を毀損した容疑で逮捕され刑

事名誉毀損法に基づいて起訴された。 

 

https://refugeestudies.jp/
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/sierra-leone/
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b. 平和的集会及び結社の自由 

… 

平和的集会の自由 

2018 年に就任したビオ大統領は、前任者によって課されていた日曜営業を含む

公共集会の禁止令を解除する大統領令を出した。 

一部の事例では、警察がデモ参加者への対応で過剰な有形力を行使し、公共秩序

法を用いて抗議活動やデモの申請を拒否した。5 月 31 日には、警察が野党 APC 本

部の建物内に向けて催涙ガス弾を発射し、複数の負傷者が出た。 

 

ク AI「Sierra Leone: Steps forward and human rights challenges」ecoi（2020 年 11

月） 

表現の自由および自由権 

憲法（第 III 章、第 17 条）及び 1965 年刑事訴訟法第 80 条は、恣意的な逮捕や

拘禁を禁止しているが、前回の審査以降もこうした行為が行われた事例がある。例

えば、2019 年には、カラモ・カバ〔Karamoh Kabba〕を含む野党関係者が逮捕・拘

束され、その後アムネスティ・インターナショナルが問題を提起したことで釈放さ

れた。カバ〔Kabba〕は、与党支持者と野党 APC 支持者との衝突後に、同党メンバ

ーへの暴行を報告するためアドンキア〔Adonkia〕警察署を訪れた際に逮捕された。

23 

2020 年 5 月には、ジャーナリストのシルビア・ブライデン博士と、拘禁中のシエ

ラレオネ元国防相パオロ・コンテの妻イサタ・サコ〔Isata Saccoh〕が拘束された。

24 イサタ・サコは、武器・弾薬の不法所持及び夫の脱獄を共謀した容疑で訴追さ

れた。25 彼女は、記事作成時点でも審理中であるが保釈された。26 アウェアネ

ス・タイムズ紙の発行人であり APC の有力メンバーでもあるブライデン博士は、

元国防相アルフレッド・パオロ・コンテが拘禁中に虐待を受けたと SNS で主張し

たことから、扇動的名誉毀損、サイバー犯罪、法廷侮辱の罪で逮捕・起訴された。

彼女は 1 か月以上予審拘禁された。2020 年 5 月 28 日に保釈が許可され、翌 29 日

に釈放されたが、6 月 3 日に事件について公に発言することを禁じる保釈条件に違

反したとして再逮捕された。27 彼女の事件は、同一の容疑で治安判事裁判所およ

び高等裁判所に付された。2020 年 7 月、高等裁判所は証拠不十分を理由に彼女へ

の訴追を棄却したが、記事作成時点では治安判事裁判所での審理中であった。28 

平和的集会の自由 

平和的な反政府デモは、繰り返し許可が拒否されるか、または強制的に解散させら

れてきた。2018 年 7 月、人権擁護者エドモンド・アブが、政府による燃料価格引

き上げに抗議する平和的デモを行った。彼は逮捕・拘束され、その後釈放された。

29  2020 年 3 月には、別の人権擁護者トーマス・モーレ・コンテ〔Thomas Moore 

https://refugeestudies.jp/
https://www.ecoi.net/en/file/local/2040852/AFR5133352020ENGLISH.PDF
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Conteh〕は、政府が約束した奨学金による授業料の支払いを履行しなかったことに

抗議するため、フリータウン・リムコクウィング〔Freetown Limkokwing〕大学の

学生たちを率いて平和的デモを行った際に逮捕された。30 彼は拘束された後に裁

判にかけられたが、その後保釈された。31 

 

4. ジェンダー、DV および子ども 

(1) 女性 ＜2023 年 11 月 30 日更新＞ 

ア EUAA「COI クエリー［Q25-2023］シエラレオネ：支援ネットワークのない女

性の状況、フリータウンを含む住居・医療・雇用へのアクセス」（2023 年 8 月

16 日） 

シエラレオネ保健衛生省に代りシエラレオネ統計局が 2020 年 10 月に発表した

シエラレオネ人口保健調査（SLDHS）によると、世帯主の 27.4％が女性であり、

その比率は都市部では 32.4％、農村部では 23.8％であった［注 1］。シエラレオネ

の女性世帯は、男性世帯よりも高い依存指数を示し、同情報源は、「依存度の大き

い世帯は、食糧不安に陥りやすい。」と強調している［注 2］。 また、「送金な

どの外部からの支援への依存度も」男性世帯の 1％に対し 3％と高く、「女性世帯

は男性世帯より貧しく、女性の資産所有率の低さにつながっている」［注 2］。米

国国務省（USDOS）は、女性が社会で広範な差別に直面していると報告した［注

4］。 

… 

2021 年 3 月 23 日に発表された学術論文「フリータウンのインフォーマルな居住

におけるジェンダー、健康及び交差性の探求〔Exploring gender, health, and 

intersectionality in informal settlements in Freetown〕」［注 15］は、多くの女性が夫

の死や失業によって家を失っていると説明した［注 16］。 コミュニティに来たば

かりの、土地を持っていない女性は、「コミュニティの問題に対する発言権が限ら

れている」ため、「孤独であること‐支援がないこと‐も、困難の主要な原因」と

なっていた［注 17］。 

… 

2022 年、米国国務省は、女性は経済的機会に平等にアクセスできず、「信用へ

のアクセス、同一労働に対する同一賃金、事業の所有と経営において差別が生じて

いる」と報告した［注 20］。同じく、フリーダムハウスは、女性が雇用や信用へ

のアクセスにおいて差別を受けていると報告している［注 21］。さらに国連開発

計画によれば、安定した仕事と収入を得る手段の欠如が、いわゆる「物質的な必要

性からくる不平等な取引性交渉」を助長し、女性を性的暴力の被害者になりやすく

している［注 22］。 

… 

※脚注の詳細は、原文をご覧ください。 

https://refugeestudies.jp/
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2023_08_EUAA_COI_Query_Response_Q25_Sierra_Leone_Women_without_support_network.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/2023_08_EUAA_COI_Query_Response_Q25_Sierra_Leone_Women_without_support_network.pdf
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イ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐シエラレオネ（仮訳）」入管庁（2021 年

3 月 30 日） 

差別：法律は，家族，労働，財産，及び相続の法律の下で男性と女性に同一の法

的地位及び権利を規定している。女性は，依然として差別的慣習を経験してい

た。その権利と地位は，概ね慣習法と所属する民族集団に依存している。法律

は，シエラレオネ人の父親と母親の両方について，外国で生まれた子どもへの国

籍の付与を規定している。法律は，ジェンダーに基づく差別のない同一労働同一

報酬を規定している。配偶者はどちらも自分の権利で財産を取得することがで

き，女性は持参金の放棄を強制されることなく離婚することができる。 

社会福祉問題省（Ministry of Social Welfare Affairs）の当局の報告書によると，女

性は広く存在する社会的差別に直面しており，フリータウン以外のすべての地域

で慣習法が指針となっている結婚，離婚，財産，相続の問題で特にそうである。公

式の裁判所だけでなく慣習法裁判所でも公式の法律が適用されるが，慣習法判事

は限定的な法律研修しか受けていないか全く受けておらず，公式の法律を知らな

いか意図的に無視することが多かった。慣習法の下での女性の権利と地位は，女性

が所属する民族集団によって大きく異なるが，その権利と地位は男性と比べて劣

ることが通例であった。慣習法の下で，女性の社会における地位は未成年者と同等

である。女性は夫の財産であり，夫の死に際してほかの財産と共に相続対象になる

と認識されていることが頻繁にあった。 

… 

 

ウ AI「Sierra Leone: Steps forward and human rights challenges」ecoi（2020 年 11

月） 

女性及び少女たちの権利 

 2019 年 2 月、シエラレオネ大統領は、レイプ及び性的暴力の件数が深刻な水準

に達しているとして国家非常事態を宣言したが、2019 年 6 月に議会はこの措置を

撤回した。41  2019 年の性犯罪法の改正により刑罰は強化され、性犯罪裁判所や

性暴力被害者向けのワンストップセンターも設置されたが、性的暴力及びジェン

ダーに基づく暴力は依然として増加傾向にある。レインボイニシアティブ〔The 

Rainbo Initiative〕の記録によると、2018 年には 3,137 件、2019 年には 3,897 件のジ

ェンダーに基づく暴力が報告され、2019 年の性的暴行事件の 98％は 18 歳未満の

子どもを対象としたものであった。42 このような暴力により、被害者が死亡する

こともある。2020 年 6 月には、5 歳の女児がレイプにより負った傷の合併症で死

亡した。43 … 

 

(2) FGM 

https://refugeestudies.jp/
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/07_00016.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/2040852/AFR5133352020ENGLISH.PDF
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ア 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐シエラレオネ（仮訳）」入管庁（2021 年

3 月 30 日） 

女性器切除／女子割礼（FGM/C）：法律は，女性や女子の FGM/C を禁止してい

ない。2017 年の UNICEF の報告書によると，15 歳から 49 歳の女性の 86.1%が何

らかの形の FGM/C を受けていた。FGM/C は，成人女性になるための伝統的な通

過儀礼であると見なされている。UNICEF の調査では，FGM/C への社会的支持は

国内で依然として強いことが示された。FGM/C は，児童婚と性的暴力の終焉を

呼びかけた 2019 年のファーストレディーの「Hands Off Our Girls」キャンペーン

に含まれなかった。2019 年 12 月に，NGO のアマゾニアン・イニシアチブ・ムー

ブメント（Amazonian Initiative Movement）のイニシアチブの一部として，19 歳を

超える約 70 人の通過儀礼参加者が，儀式的割礼なしでのボンド（Bondo）秘密結

社の儀式に参加した。この代替的通過儀礼に先立ち，数十人の切除者（ソウェイ

（sweis））がナイフを提出し，切除を行わない決意を示した。ソウェイは 

FGM/C の実施に反対する宣言書に署名した。それ以前には 2015 年の覚書があ

り，これには国内のソウェイが FGM/C を含む有害な慣習を放棄するために国連

人口基金と共に署名していた。 

 

イ AI「Sierra Leone: Steps forward and human rights challenges」ecoi（2020 年 11

月） 

女性及び少女たちの権利 

 …女性器切除や児童婚及び強制結婚は、少女や女性を苦しめ続けている。2017

年の時点で、20～24 歳の女性のうち 13％が 15 歳になる前に結婚または同棲して

おり、シエラレオネの少女・女性のほぼ 9 割が女性器切除を受けている。44 

 

ウ ○オランダ司法・安全保障省出入国帰化局「シエラレオネ：女性器切除（FGM）

（Female Genital Mutilat on (FGM)）」EUAA COI Portal（2022 年 10 月） 

 

エ ○EASO「EASO クエリー回答［Q24-2021］：Sierra Leone; 1. Brief overview on 

FGM/C in Sierra Leone 2. FGM/C practices among the Mende ethnic group 3. 

Support networks for women who refuse to perform FGM/C practices」ecoi.net

（2021 年 8 月 13 日） 

 

オ ○ACCORD「シエラレオネに関するクエリー回答：FGM の広まり、法的な規

制と組織（Anfragebeantwortung zu Sierra Leone: Verbreitung von FGM, 

rechtliche Bestimmungen und Organisationen [a-11204-2 (11205)]）」ecoi.net（2020

年 3 月 27 日） 

 

https://refugeestudies.jp/
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/07_00016.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/2040852/AFR5133352020ENGLISH.PDF
https://coi.euaa.europa.eu/administration/netherlands/PLib/10_2022_COI_Report_Sierra_Leone_Vrouwelijke_genitale_verminking_Female_Genital_Mutilation_FGM.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/netherlands/PLib/10_2022_COI_Report_Sierra_Leone_Vrouwelijke_genitale_verminking_Female_Genital_Mutilation_FGM.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2058334/2021_08_Q24_EASO_COI_Query_Response_SIERRA+LEONE_FGM.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2058334/2021_08_Q24_EASO_COI_Query_Response_SIERRA+LEONE_FGM.pdf
https://www.ecoi.net/en/file/local/2058334/2021_08_Q24_EASO_COI_Query_Response_SIERRA+LEONE_FGM.pdf
https://www.ecoi.net/en/document/2027913.html
https://www.ecoi.net/en/document/2027913.html
https://www.ecoi.net/en/document/2027913.html
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カ OFPRA「Sierra Leone : Les mutilations sexuelles féminines (MSF)」（2018 年 4

月 9 日） 

 

(3) 強制結婚 ＜2023 年 5 月 11 日更新＞ 

ア OFPRA「シエラレオネ：強制結婚（Sierra Leone : Les mariages forcés）」（2016

年 12 月 6 日） 

2.3. 一夫多妻制 

一夫多妻制はシエラレオネ刑法で禁止されており、8 年の禁固刑に処せられる

が、妻の数を制限しない慣習によって容認されている 17。そのため、2007 年の財

産分与法では、慣習的な結婚と一夫多妻制を認めている 18。同様に、イスラム教徒

の結婚の有効性は、条文上では、過去に結婚をしていないことが条件となっている

が、この条件は適用されず、シエラレオネ全土で一夫多妻が実践されている 19。さ

らに、刑法に反して、慣習法では、男性が女性を養う手段を持っていれば、最大 4

人まで結婚できるとしている。持参金が必要である。 

… 

3.3. 強制結婚の存続 

法律上の保護があるにもかかわらず、シエラレオネでは早すぎる結婚と強制結

婚が続いている。保護に関する法令の適用は不確実であり、何よりも先祖伝来の伝

統に対抗するための人的、技術的及び財政的な資源の不足が課題となっている。

2009 年の慣習婚及び離婚登録法は、子どもが未成年である場合、慣習婚は両親の

同意で十分とする大きな抜け穴がある。 

… 

5. 当局の態度 

シエラレオネでは、読み書きのできない女性が一人で裁判所や警察署に行き、苦

情を申し立てることはまずない。これは、教育を受けていないため、自分の権利を

知らないことが多く、また、社会や家族の圧力により、確立された社会規範に疑問

を持つことを許さないためでもある。同じ現象がレイプ事件でも観察される。被害

者が司法制度にアクセスできることは稀である。多くの場合、被害者の家族は金銭

的な補償を受け入れるか、レイプによって妊娠した場合、被害者は加害者と結婚す

ることを強いられる［注 75］。 

さらに慣習法によれば、女性は「永遠の未成年とみなされ、夫の同意がなければ

訴えを起こすことができない」とされている［注 76］。 慣習法では、女性は離婚

した場合、持参金を返還することが義務付けられている。同様に、慣習法では女性

への体罰が認められているため、性交渉の最低法年齢がなく、未成年の相手の同意

も必要ない［注 77］。 

 

5. LGBT 

https://refugeestudies.jp/
https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/1804_sle_msf.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/1612_sle_mariagesforces.pdf
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ア ○オランダ司法・安全保障省移民帰化局「シエラレオネ：LGBT の人たちの状

況（Sierra Leone: Positie van LHBT’ers）」EUAA COI Portal（2021 年 3 月） 

 

 

6. 汚職、非国家主体による犯罪、国家による被害者の保護 

イ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐シエラレオネ（仮訳）」入管庁（2021 年

3 月 30 日） 

政府は，虐待行為を働いた当局者を捜査，起訴，処罰する措置をいくらか講じた

が，罪を問われない状態が続いていた。 

 

c. 拷問及び他の残虐，非人道的若しくは品位を傷つける取扱い又は処罰 

法律はそのような行為を禁止しており，政府当局者がそのような行為を行った

との報告はなかった。しかし，NGO の報告によると，フリータウン及び地方の町

での市民の抗議に対処するために治安部隊は過剰な武力を使用した（第 1 節 a 

項を参照）。 

 

7. 兵役、強制徴集（非国家主体の） 

ア 外務省「シエラレオネ基礎データ」（2022 年 8 月 17 日） 

2 軍事力（ミリタリーバランス 2018 年版） 

（1）予算 0.11 億ドル（2017 年） 

（2）兵役 志願制 

（3）兵力 8,500 人（うち海軍 200 人） 

 

8. 司法制度・刑事手続 

 

9. 警察・治安部隊（刑務所等の状況含む） 

(1) 警察による暴力 

ア AI「Sierra Leone: Steps forward and human rights challenges」ecoi（2020 年 11

月） 

警察による過剰な有形力行使 

政府は、過剰な有形力行使を行ったとして告発された警察官の捜査や責任追及

に十分な対応をしていない。警察の残虐行為により命を落とす事例がいくつか報

告されている。アムネスティ・インターナショナルは 2018 年に報告書を発表し、

平和的デモにおけるシエラレオネ警察の過剰な有形力行使の多数の事例と、警察

の責任追及の欠如を詳細に指摘した。32 

2016 年 8 月、カバラの若者たちは、政府が「ユースビレッジ」の建設を自分た

ちの地区から他の地区に移す計画に抗議して平和的デモを行った。警察は実弾を

https://refugeestudies.jp/
https://coi.euaa.europa.eu/administration/netherlands/PLib/Rapport_Sierra_Leone_positie_van_LHBT_ers.pdf
https://coi.euaa.europa.eu/administration/netherlands/PLib/Rapport_Sierra_Leone_positie_van_LHBT_ers.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/07_00016.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_leone/data.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/2040852/AFR5133352020ENGLISH.PDF
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使用して群衆を解散させ、二人の高校生が死亡した。33 2017 年 3 月には、ボ市で

講師らのストライキに抗議する学生に対し治安部隊が発砲し、1 名が死亡、少なく

とも 2 名が負傷した。34 

2020 年 4 月 29 日、フリータウンのパデンバ通り〔Pademba Road〕刑務所で囚人

が過密状態と COVID-19 制限に抗議した際に暴動が発生した。35 フリータウン矯

正施設の 7 月報告によれば、軍は必要な有形力を行使したとされるが、多くの死

亡者数はそうではなかったことを示唆している。囚人 31 名と矯正職員 1 名が死亡

し、数十名が負傷した。うち 12 名の囚人は銃創が原因で死亡した。36  2020 年 7

月 17 日から 18 日にかけて、北部州マケニ市で行われたデモで、国防・治安部隊

が過剰な有形力を使用した。このデモは、政府が発電機を別の町に移転する決定に

抗議するものであり、少なくとも 5 名の参加者が発砲され負傷した。37 この記事

作成時点では、これらの死亡事件に関する調査は行われていない。 

 

(2) 刑務所の状況 

ア 米国国務省「人権状況報告 2022 年‐シエラレオネ」（2023 年 3 月 20 日） 

刑務所及び収容施設の状況 

刑務所及び収容施設の状態は過酷で生命を脅かすものであり，その原因は食料

不足，不十分な司法制度と不十分な更生施設及び人員に起因する大きな過密，身体

的虐待，清潔な水の欠如，不十分な衛生状態，医療ケアの欠如であった。 

物理的状況：国内 21 カ所の刑務所は 2,375 人の囚人を収容できるように設計さ

れているが，（2020 年）8 月時点で 3,808 人を収容していた。過密の最も過酷な例

はフリータウン男性更生センター（Freetown Male Correctional Center）であり，324

人の囚人を収容できるように設計されているが，実際には 1,407 人が収容されてい

た。一部の居房は 6 フィート×9 フィートの大きさだが 9 人以上の囚人を収容して

いた。NGO のプリズン・ウォッチと SLCS は，13 カ所の刑務所と収容施設は軽度

に過密であると報告した。 

… 

 SLCS 及び人権監視者によると、過密状態、不衛生な環境、十分な医療の欠如に

より、拘禁施設の状況は国際的な最低限の水準を下回ったままであった。警察署の

留置室の環境も劣悪で、とりわけフリータウン以外の小規模な署では劣悪であっ

た。十分な物理的設備の欠如により、被拘禁者にとって生命を脅かす状況が生じて

いた。いくつかの施設では留置室が暗く、換気もほとんどなく、受刑者はむき出し

の床の上で寝ており、寝具としてマットレスや衣服を使用していた。シエラレオネ

人権委員会（HRCSL）は、一部の矯正施設でトイレ設備が劣悪であると報告して

いる。受刑者はしばしばバケツを便器として使用せざるを得なかった。 

… 

https://refugeestudies.jp/
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/sierra-leone/
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8 月時点で、SLCS は、刑務所および拘禁施設において、マラリア、呼吸器感染

症、皮膚感染症、高血圧、喘息、肺炎、肺結核、腎疾患、鎌状赤血球症、チフス熱

により 53 人が死亡したと報告した。HRCSL は、SLCS が報告したこれらの死因

は、過密状態や不衛生な環境といった刑務所の状況とも関連していることを確認

した。…. 

… 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐シエラレオネ（仮訳）」入管庁（2021 年

3 月 30 日） 

刑務所及び収容施設の状況 

刑務所及び収容施設の状態は過酷で生命を脅かすものであり，その原因は食料

不足，不十分な司法制度と不十分な更生施設及び人員に起因する大きな過密，身体

的虐待，清潔な水の欠如，不十分な衛生状態，医療ケアの欠如であった。 

物理的状況：国内 21 カ所の刑務所は 2,375 人の囚人を収容できるように設計さ

れているが，（2020 年）8 月時点で 3,808 人を収容していた。過密の最も過酷な例

はフリータウン男性更生センター（Freetown Male Correctional Center）であり，324

人の囚人を収容できるように設計されているが，実際には 1,407 人が収容されてい

た。一部の居房は 6 フィート×9 フィートの大きさだが 9 人以上の囚人を収容して

いた。NGO のプリズン・ウォッチと SLCS は，13 カ所の刑務所と収容施設は軽度

に過密であると報告した。 

 

ウ AI「Sierra Leone: Steps forward and human rights challenges」ecoi（2020 年 11

月） 

死刑および収容状況 

… 

シエラレオネのジュリウス・マーダ・ビオ大統領は 2020 年 4 月に 235 人の囚人

を釈放することを約束したものの、同国の刑務所は依然として過密状態にある。新

型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行を考慮すると、拘禁施設の劣悪な環

境は一層懸念される状況である。2020 年 4 月には、最初の COVID-19 感染者が報

告された後、フリータウンの中央刑務所で暴動が発生した。この暴動は、極度の過

密状態や健康への権利に関する受刑者たちの懸念を浮き彫りにした。40 

 

10. 報道の自由 

ア 米国国務省「人権状況報告 2020 年‐シエラレオネ（仮訳）」入管庁（2021 年

3 月 30 日） 

a. 言論及び報道の自由 

… 

https://refugeestudies.jp/
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/07_00016.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/2040852/AFR5133352020ENGLISH.PDF
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/07_00016.html


シエラレオネ 2024 年 10 月 31 日（翻訳反映 2025 年 8 月 21 日） 

           ©難民研究フォーラム https://refugeestudies.jp/ 

19 

HRCSL とアムネスティ・インターナショナルは，表現の自由に関連した逮捕も

拘留も報告しなかった。 

… 

暴力と嫌がらせ：当局がジャーナリストに対して暴力や嫌がらせを行ったとい

う報告があった。（2020 年）4 月にシエラレオネ共和国軍の人員が 2 人のジャー

ナリスト（Fayia Amara Fayia と Stanley Sahr Jimmy）を殴打した。これは，Fayia が 

COVID-19 検疫センターを写真撮影した後のことだった。シエラレオネ・ジャーナ

リスト協会（Sierra Leone Association of Journalists：SLAJ）は，この事件を非難し，

軍隊と警察に捜査を促した。当局は，このようなジャーナリストを暴動的行為で起

訴し，この事件はケネマの高等裁判所で係属中だった。 

中傷・名誉毀損法：国会は（2020 年）7 月 23 日に公共秩序修正法を承認し，こ

れはまた犯罪的・扇動的中傷を非犯罪化した。ビオ大統領は，（2020 年）8 月 14 

日に修正法に署名した。SLAJ によると，年内に少なくとも 6 人のジャーナリスト

が犯罪的中傷法に基づいて侮辱及び中傷の容疑で逮捕された。 

 

イ 米国国務省「人権状況報告 2019 年‐シエラレオネ」（2020 年 3 月 11 日） 

a. 報道機関に対するものも含む、表現の自由 

… 

HRCSL 及びアムネスティ・インターナショナルは、表現の自由に関わる逮捕や

拘束がないことを報道した。 

… 

暴力と嫌がらせ：当局がジャーナリストに対して暴力や嫌がらせを行ったとの報

告があった。9 月には、大統領警護隊が、ビオ大統領が出席していた国立競技場で

のスポーツイベントを取材していた女性記者 2 名に対し、身体的暴行を加えた。

大統領警護隊は記者らに銃で撃つと脅したとされ、このうち 1 名は入院した。10

月には、市民社会、メディア、政府関係者から構成される調査委員会が、大統領警

護隊のうち 1 名を隊から除隊させるよう勧告し、政府はこれに従った。また同月、

2018 年にジャーナリストのイブラヒム・サムラを殺害した容疑で、元フリータウ

ン市長を含む野党党員 2 名が逮捕・起訴された（1.a.節も参照）。 

… 

名誉毀損・中傷法： 

1 月、警察はナイトウォッチ紙の編集〔Emmanuel Thorli〕を名誉毀損の疑いで逮

捕し、2 日間拘束した後、保釈した。報道によれば、警察の捜査官は、ビオ大統領

の親族 300 人に外交パスポートが発給されたことに関する記事の情報源を明かす

よう、同記者に圧力をかけたとされる。 

… 

https://refugeestudies.jp/
https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/sierra-leone/
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11. 宗教の自由 

 

12. 国籍、民族および人種 

 

13. 出入国および移動の自由 

ア 外務省「シエラレオネ基礎データ」（2022 年 8 月 17 日） 

1 外交基本方針 

 非同盟主義，内政不干渉，各国の主権尊重を基軸とし，地域レベルにおいてはマ

ノ河同盟（MRU），西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）の一員として協力す

るなど，近隣諸国との関係は密接。… 

 

  

https://refugeestudies.jp/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/s_leone/data.html
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略称 

AI アムネスティ・インターナショナル 

CGRS ベルギー難民及び無国籍者庁 

CIA 米国中央情報局 

CRS 米国議会調査局 

DFAT オーストラリア外務貿易省 

EASO 欧州難民支援局 

HRW ヒューマン・ライツ・ウォッチ 

ICG インターナショナル・クライシス・グループ 

IDMC 国内避難民監視センター 

IRBC カナダ移民難民局 

IRDC アイルランド難民ドキュメンテーションセンター 

Landinfo ノルウェー政府出身国情報センター 

MRGI マイノリティ・ライツ・グループ・インターナショナル 

OECD 経済協力開発機構 

OHCHR 国連人権高等弁務官事務所 

OSAC 米国海外安全保障評議会 

UNHCR 国連難民高等弁務官事務所 

USCIRF 米国連邦政府国際宗教自由に関する委員会 
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